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■計画の行動期間

平成33年度～
将来展望

　千歳市環境基本計画（第２次計画）の行動期間は、千歳市環境基本計画で示されている

計画目標と将来展望を勘案し、計画の行動期間を平成23年度（2011年度）から平成32

年度（2020年度）までとしています。

◆計画の行動期間

平成23年度～平成32年度平成23年度～平成32年度

千歳市環境基本計画(第２次計画)千歳市環境基本計画(第２次計画)

平成13年度～平成22年度平成13年度～平成22年度

千歳市環境基本計画千歳市環境基本計画

現　在 10年後

千歳市歳市環境基本基本計画  

■環境基本計画とは

　千歳市環境基本計画は、千歳市環境基本条例（平成10年（1998年）６月制定）第９

条第１項の規定に基づき策定するもので、千歳市の環境の保全及び創造について、千歳市

の総合計画の施策を環境面から総合的・計画的に推進することを目的としています。また

環境に関連する他分野のまちづくり計画とも整合を図り、効果的に施策・事業を進めてい

くことはもとより、その他環境の保全及び創造に関する事項の基本となるものです。

他分野の

関連まちづくり計画

（農業､観光､都市計

画､公園緑地､文化財､

廃棄物処理など）

◆計画の位置づけ

千歳市環境基本条例
千歳市公害防止条例・千歳市自然環境保全条例　等

環境の保全及び創造に向けた
環境施策及び個別の計画（事業）

千
歳
市
の
総
合
計
画
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☆本文中、「＊」の印がついている言葉の意味については、17ページの「用語解説」をご参照ください。
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　千歳市は、市域の55％を占める豊かな森林や国立公園支笏湖、千歳川などの豊富な自然環

境に恵まれるとともに、北海道の空の玄関である新千歳空港をはじめとする交通の要衝とし

ての地域特性を活かし、道央圏の中核都市として発展を続けています。

　この本市が有する自然環境は、貴重な財産であることはもちろん、私たちの多くが潤いと

安らぎを享受しているところです。一方、地球温暖化をはじめとする今日の環境問題は、社

会経済活動と環境への影響が相互に深く関連し、地域の枠を越えた、地球的規模の問題に展

開し、現在の世代のみならず将来の世代にも影響を及ぼす問題となっています。

　こうした社会的変化や課題を認識し、環境と社会の健全な関係を築き上げ、良好な関係を

次世代に引き継いでいくため、このたび「千歳市環境基本計画（第２次計画）」を策定しま

した。

　この計画は、現状と課題を明確にし、千歳市独自の視点で環境を捉え、地域が一丸となっ

て取り組むべき方向をまとめ、自然環境と共生しながら、循環型社会を推し進め、地球に優

しい低炭素な社会の構築を目指すものであります。

　また、従来の環境像を踏襲するとともに副題として「環境を一人ひとりが見て･感じて・

考え、ともに行動するまち　ちとせ」を追加し、環境保全のまちづくり、人づくりの指針と

して、市民、事業者、市が協働して本計画に基づいて各種施策や取組を着実に推進する所存

であります。

　より一層の関係各位の御理解と御協力をお願いいたします。

　最後に、本計画の策定にあたり、御意見、御提言をいただいた、ちとせエコロジー市民会

議並びに千歳市環境審議会の委員の皆様、また、貴重な御意見をいただいた市民や事業者の

皆様に心からお礼を申し上げます。



１．計画策定の考え方
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　千歳市環境基本計画（第２次計画）の対象とする地域は、千歳市の行政区域全域です。

　また、対象とする環境の範囲は、地域の環境を形づくる「生活環境」「自然環境」「資

源循環」にとどまらず、地球環境の保全も視野に入れる必要があり、多くの市民の活動と

関わりが深い「地球温暖化」までを含む４つの環境を対象とします。

　さらに、これら４つの環境と向き合う私たち（市民・事業者・市（行政））自身が主体

となる「環境教育・活動」を加え、計画の取り扱う分野を５つとします。

２．千歳市の環境の現状

◆対象とする環境の範囲

【生活環境】 【資源循環】【地球温暖化】

【自然環境】

地域の地球温暖化対策や
省エネルギー

地地 球 環 境

【環境教育・活動】

環境を

見て・感じて・考え、ともに行動する

■計画の対象

　千歳市は、支笏洞爺国立公園の一角を成す全国

的にも有数の水質を誇る「支笏湖」や、支笏湖な

どを水源とする「千歳川」、原生的な自然を残し

た国有林に恵まれ、北海道の雄大な自然を身近に

感じることができます。

　また市街地では、千歳川沿岸をはじめママチ川､

勇舞川などの水辺空間や豊かな森林を有する青葉

公園が、自然と身近にふれあうことができる市民

の憩いの場であり、多種多様な動植物の生息の場

にもなっています。

　この自然の恵みを将来に引き継ぐためには、市

民一人ひとりが自然を見て・感じ、千歳市の自然

の特性を把握する機会を増やすことも重要です。

（２）自然環境

　千歳市は、新千歳空港を核として道央圏の交通の要衝であるとともに、工業団地、商業

地などの都市基盤と防衛施設が隣り合って存在するまちです。千歳市では大気環境、水質

環境ともに良好な状態が保たれている一方で、公害等の苦情については、毎年100件前後

が市に寄せられており、そのうち60～70件は騒音による苦情です。

　都市と自然が調和した、持続可能な社会経済活動を続けるためには、市民・事業者や千

歳を訪れる人々が協力し、地域の環境保全や環境負荷を低減することにより、快適な生活

環境を築くことが重要です。

内別川・名水公園の紅葉

（１）生活環境

 

■計画推進の主体

　千歳市環境基本条例では、環境問題を解決する主体として、市民・事業者・市（行政）

の役割を下図のように定めています。

　千歳市環境基本計画（第２次計画）では、市民・事業者・市（行政）が、それぞれの責

務のもとに行動し、互いに協力しあい、環境の保全及び創造を推進することが大切である

と考え、各種の環境施策のもとに、それぞれの主体の実践するべき行動指針を示していま

す。

連携・協力

◆環境基本条例に定められる、市民・事業者・市（行政）の責務

千歳市の環境の

保全及び創造

 

 

 

 
（事業者の責務）

　事業者は、事業活動を行う
に当たって、自らの責任と負
担において、その活動に伴っ
て生ずる公害を防止し､廃棄
物を適正に処理し、自然環境
の適正な保全を図る責務を有
します

　市は、環境の保全及び創造
に関する基本的かつ総合的な
施策を策定し実施する責務を
有します

　市民は、日常生活に伴う廃
棄物の排出、エネルギーの消
費、自動車の使用等による環
境への負荷を認識し、その低
減に努めなければなりません

（市民の責務）

　  連携

　 ・

協力

（市（行政）の責務）
 

連携
　・
　  協力

２．千歳市の環境の現状

資料：「千歳市の環境に関するアンケート調査」（平成20年度実施）

　市民アンケートの結果で

は､今後求められる環境保全

施策として､｢水資源の保全｣

（52.6％）、「公害防止施

策の推進」（49.9％）､｢自

然環境保全」（36％）など

の回答が寄せられており､水

環境をはじめとする自然と

生活環境における環境保全

の両立が求められています｡

　特に、水環境などの保全

においては、内別川の源頭

部「ナイベツ川湧水」は、

昭和60年（1985年）７月

に環境庁（現環境省）の

「名水百選」に選定され、

貴重な自然資源となってい

ます。

52.6%

49.9%

36.0%

31.2%

29.9%

20.9%

16.0%

13.9%

11.9%

8.8%

7.0%

3.8%

3.4%

2.0%

1.4%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80%

水資源の保全

公害防止施策推進

自然環境保全

循環型社会の形成

地球環境保全施策の推進

みどりや水辺のふれあいづくり

環境負荷の少ないエネルギー利用促進

有害物質対策

環境教育の推進

野生動植物の保護・管理

地域特性に即した景観づくり

環境保全活動事業者・団体への補助

環境保全地域間・国際間交流の普及・啓発

文化財の保護

その他

無回答 (n=555)

■ 重要と思われる、今後の環境保全について ■

※グラフ中に「ｎ＝555」とあるのは、このアンケートの配布数1,200のうち、有効回答者数が555件得られた

　ことを意味しています。なお、各選択肢の割合の合計が100％を越えているのは、この設問が３つの回答まで   

   選択できたことによります。

●●● ●●●



２．千歳市の環境の現状
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３．望ましい環境像

３．望ましい環境像

　千歳市環境基本計画（第２次計画）の望ましい環境像は、これまでの環境基本計画の望

ましい環境像を引き継いでいますが、市民一人ひとりが環境像へ向かうための行動の指針

・方向性を新たに加えました。

　新たな望ましい環境像には、千歳市の環境の状況を認識・理解し、環境保全の行動を実

践することへの願いが込められています。

《 環境を一人ひとりが見て・感じて・考え、ともに行動するまち　ちとせ 》

　環境配慮の取組を市民全体に広めるには、「できるところから実行する」「身近な環境

へ常に目を配る」ことが重要なことから、日常の生活で常に環境を意識しながら、まずは

「見る･感じる」、次にどうすればよいかを「考える」､そして自ら行動し、多くの人々と

活動の輪を拡げていきます。

限りなく伝えよう　いい空　いい水　いい緑限りなく伝えよう　いい空　いい水　いい緑

そして共生をめざしそして共生をめざして　

限りなく伝えよう　いい空　いい水　いい緑

そして共生をめざして　

～ 環境を一人ひとりが見て・感じて・考え、ともに行動するまち　ちとせ ～～ 環境を一人ひとりが見て・感じて・考え、ともに行動するまち　ちとせ ～

　平成 20 年度 (2008 年度 ) の国内の二酸化炭素排出量は 12 億 8,600 万トン、平成

２年度 (1990 年度 ) の値である 12 億 6,100 万トンを基準とすると 6.2％上回ってい

ます。また、平成 20 年度における家庭部門の国内の一人当たりの二酸化炭素排出量は

2.07 トンで、千歳市の人口に換算すると、約 19 万２千トンと推計されます。

　千歳市では、ＩＳＯ14001 や「ＥＣＯちとせ 」、「千歳市エコ商店 」など事業者の取

組のほか、地球温暖化防止のための国民運動「チャレンジ 25 キャンペーン 」を市民に

広く呼びかけています。

　 千歳市環境センターに搬入されるごみの量は、合計 50,000 ～ 40,000 トンで推移

しており、平成 21 年度 (2009 年度 ) の実績内訳は、家庭廃棄物が 56.9%、事業系一

般廃棄物が 37.8%、産業廃棄物が 5.3% となっています。

　資源循環については、市民・事業者の協力が必要であり、集団資源回収事業や４種資源

物（ペットボトル・トレイ等発泡スチロール、びん、缶）の収集を行い、ごみから資源に

活かす取組が重要です。

　

　千歳市では、子どもから高齢者まで環境

について学ぶことができる場や環境保全活

動を実施している団体などが数多くあり、

地域ぐるみの環境保全意識の広がりが期待

されます。

　また、地域の豊かな自然や地域遺産など、

資源や文化財を守り伝えるためには、一人

ひとりが身の回りの環境に関心をもち、見

て・感じて、行動することが重要です。

27,647

25,923

23,627

23,199

22,736

16,369

17,453

15,848

15,117

15,128

5,317

5,115

6,949

8,823

2,114

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

H17年度

H18年度

H19年度

H20年度

H21年度

家庭廃棄物 事業系一般廃棄物 産業廃棄物

（ｔ）

総搬入量　49,333

総搬入量  48,491

総搬入量　46,424

総搬入量　47,139

総搬入量　39,978

◆千歳市環境センターごみ搬入状況

*

《 限りなく伝えよう 》

　豊かな自然と、そこに生息する多様な動植物、農業地帯の田園風景、整然とした工業団

地、縄文時代に始まる歴史と遺跡や文化、限りある資源などを、良好な状態で次世代に伝

え続けていくことを意味します。

　また、環境を保全する社会システムや環境にやさしい心を伝え、豊かな自然環境が限り

なく続くことを願います。

《 いい空 》

　きれいな空気、静けさ、さわやかな風を意味する一方で、“北のそら”の拠点である空

港のまちを連想させます。

《 いい水 》

　支笏湖、千歳川など、きれいで豊かな水と、そこに生息する多様性豊かな動植物を意味

します。また、おいしい水（名水）も連想させます。

《 いい緑 》

　森林や公園などの身近な緑と、そこに生息する動植物、広大な風景などを意味します。

《 そして共生をめざして 》

　豊かな自然環境を後世に伝えていくことが大切であり、人と自然がふれあいながら環境

への負荷をできるだけ低減することにより、安心して暮らせるまちをつくり、すべての動

植物と共生できる地球環境にやさしい社会を目指します。

　また、北国の四季を肌で感じながら、自然を慈しむやさしい心を育みます。

*

*

（５）環境教育・活動

（３）地球温暖化

（４）資源循環

J8（ジュニアエイト）サミット2008千歳支笏湖
*
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　　　【生活環境保全】

目標１　

生活環境と産業が調和した、
健康・安全・安心で住みよい
まち

　【地球温暖化対策】

目標３　

日々のくらしや
営みを通じて、
地球環境問題を積極的に
考え､行動するまち

　　 　【資源循環】

目標４　
限りある資源を循環・再生
させ、循環型社会の形成に
向け努力を続けるまち

　　【環境教育・活動】

目標５　

環境の大切さを学び、伝え、
人を育てるまち

　 【自然環境保全】

目標２　

生き物たちを育み、
人々をもてなす豊かな
自然を後世に引き継ぐ
まち

４．環境づくりの目標

　環境像の実現に向けた取組を展開するため、５つの取組分野を設定し、分野ごとの環境

づくりの目標を定めます。

　５つの分野で設定された目標に沿って、市民、事業者、市（行政）

など各主体の連携のもとに環境保全の取組を展開します。

　また、千歳市は、自然公園等の地域、都市地域、農村地域といった

特徴的な環境をもった地域に分かれています。これらの地域特性に応

じて、適切な環境保全の取組を展開する必要があります。

○主な取組地域

　・自然公園等の地域

　・都市地域

　・農村地域

○主な取組地域

　・自然公園等の地域

　・都市地域

　・農村地域

○主な取組地域

　・都市地域

　　　　　　

○主な取組地域

　・都市地域

　・農村地域

○主な取組地域

　・自然公園等の地域

　・都市地域

　・農村地域

支笏湖

７６

４．環境づくりの目標 ４．環境づくりの目標

幌加の農村景観

　

市域の西部は、国立公園に指

定されている支笏湖地域と国

有林野や千歳市自然環境保全

地区（千歳川河川区域、ウサ

クマイ遺跡及び内別川流域や

青葉公園）などです

【取組を展開する分野】

　●生活環境保全

　●自然環境保全

　●環境教育・活動

自然公園等の地域

　 

市域の中央部は、市街地や

工業団地、空港、防衛施設

など、都市機能の中心地で

す

【取組を展開する分野】

　●生活環境保全

　●自然環境保全

　●地球温暖化

　●資源循環

　●環境教育・活動

都 市 地 域

　

市域の東部は丘陵地帯

で、畑作を中心に畜産

業が営まれています

【取組を展開する分野】

　●生活環境保全

　●自然環境保全

　●資源循環

　●環境教育・活動

農 村 地 域

●●● ●●●



生活環境

 保   全

自然環境

 保   全

地球温暖化

　対   策

資源循環

環境教育

　  ・

 活    動

分 野 ご と の 目 分 野 ご と の 目 標
1) 大気環境の保全

2) 自動車や事業所等の排出ガスの負荷低減

1) 河川や地下水などの水質の継続的な監視

2) 総合的・広域的な水環境の保全

3) 美化・清掃活動の展開

4) 上・下水道施設の維持・更新

5) 排水対策の推進

1) 騒音・振動の継続的な監視

2) 騒音・振動の発生源対策の推進

3) 騒音・振動の影響緩和策の実施

4) 近隣騒音の防止

1) 悪臭の防止

2) 土壌・地下水汚染の防止

3) 地盤沈下の防止

4) 農薬汚染の防止

1) 公園・緑地の確保と維持管理

2) 魅力的な市街地形成

3) 空の玄関口にふさわしい景観づくりとまち

　 の美化・緑化

1) 事業所等の有害化学物質の対策

2) 住宅・建築物における有害物質等対策

3) 化学物質に関する情報の蓄積・提供

1) まもるべき自然地区の保全

2) 水辺の保全

3) 森林の保全と創出

4) 農村地域の環境保全

1) 野生動植物の保護管理

2) 外来生物などの対策による生態系の保全

1) 家庭におけるごみの減量化

2) 事業所・市（行政）におけるごみの減量化

1) 家庭におけるリサイクルの推進

2) 事業所等におけるリサイクルの推進

1) 廃棄物の収集環境の充実

2) 廃棄物処理体制の充実

　  

1) 学校における環境学習の推進

2) 地域や家庭における環境学習の推進

　  

1) 有形・無形文化財、伝統文化の保護

2) 先人の知恵（文化や自然観）に学び､活かす

　  

1) 自然とのふれあい・もてなしの場の拡充

2) 自然と親しむ意識の醸成

3) 都市地域と農村地域の交流推進

　  

1) 環境情報の収集・蓄積

2) 環境情報の発信・提供

3) 地域間・国際交流の推進
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●大気汚染の現況や届出制度に基づく粉じん、ばい煙の監視を行います

●アイドリングストップ運動 の支援を行います

●水質測定体制の充実、工場や事業所への法令に基づく指導を行います

●千歳川水系など流域市町村や関係機関と連携を図ります

●地域における河川清掃活動の支援、ごみのポイ捨て抑制の啓発に努めます

●工場や事業所からの排水、ゴルフ場や農地の農薬等使用の適正指導をします

●騒音・振動の監視測定の充実を図ります

●航空機や自動車などの交通による騒音の監視、発生源対策、影響緩和策を進めます

●騒音、振動の発生源となる工場や事業所への指導を行います

●近隣騒音に関するモラルの啓発、事業活動に伴う騒音への指導を行います

●工場や事業所､農村地域などから発生する悪臭の発生源の管理について指導します

●土壌・地下水汚染の防止に関する啓発・指導を行います

●市民ニーズに合った公園・緑地の整備や市民の緑化意識の向上に努めます

●空き缶や吸い殻などのポイ捨て防止やペットのふんの適切な処理など、まちの美化

　についての啓発に努めます

●公共施設や道路など、良好な景観の形成に努めます

●自然環境保全地区の設定など良好な自然環境の保全を図ります

●国との連携による、保全地区の監視や車馬の乗り入れ規制などを実施します

●親水空間の維持管理やグリーンベルトの新たな親水空間整備を進めます

●計画的な間伐や保育などの森林施業、市民参加の植樹や間伐活動を支援します

●絶滅のおそれのある野生動植物などの保護と生息・生育環境の保全に努めます

●外来生物被害予防三原則 （｢入れない｣｢捨てない｣｢拡げない｣）を広く周知します

●国や北海道と連携し、外来生物などから地域の生態系を保全する取組を進めます

●野生動植物の観察施設の検討など、自然とふれあえる場づくりに努めます
●愛鳥週間や野生動植物との共生など、自然愛護に関する取組の情報提供を行います

●地球温暖化対策の国民運動｢チャレンジ２５キャンペーン ｣の普及啓発を拡充します

●事業所における環境マネジメントシステムの導入を促進します

●アイドリングストップ運動 、エコドライブ  普及などを促進します

●省エネルギー・省資源に関する情報提供や出前講座・講習会の開催を推進します

●市民等における省エネ・省資源の取組を調査するなど、計画的に進めます

●一般住宅などにおける太陽光発電など新エネルギー導入促進を支援します

●３R運動やボランティア等による実践活動､ノーレジ袋･マイバッグ運動を支援します

●生産･流通･販売･消費の各段階における、ごみ減量の普及啓発を行います

●集団資源回収物や４種資源物の収集によるリサイクルの効率化を図ります

●事業活動における再資源化や再利用を促進します

●一般廃棄物の分別排出の徹底などの適正処理やごみステーションの適正管理を啓発します

●千歳市一般廃棄物処理基本計画に基づき、安全で安定した処理体制を確立します

●身近な自然や環境問題を題材とした環境教育を推進します

●地球環境や自然・生活環境を親子で一緒に考える環境教育プログラムを実施します

●市民、事業者が行う清掃活動や自然観察行事などの情報収集、発信を行います

●環境保全活動を行う団体間で情報共有できるネットワークの充実を図ります

●環境保全活動を担う環境リーダー の育成に努めます

●地域の環境状況や対策等を公表する「千歳市環境白書」等を継続して発行します

●市民・事業者等による地域間交流を促進します

●他市町村との交流や姉妹都市・友好親善都市との協力を図ります

●地域の貴重な資産である文化財の保護と保存を推進します

●市民が自然や歴史、文化を知ることにより郷土を考える機会を充実します

５．環境づくりの取組５．環境づくりの取組

取組の取組の
分　野分　野

望ましい望ましい
環 境 像環 境 像

目標２

生き物たちを育み、人々を

もてなす豊かな自然を

後世に引き継ぐまち

目標３

限りある資源を循環・再生させ、

循環型社会の形成に向け

努力を続けるまち

目標４

環境の大切さを学び、伝え、

人を育てるまち

目標５

日々のくらしや営みを通じて、

地球環境問題を積極的に考え、

行動するまち

(1) 清涼な大気の保持

　  

　  

　  

せいれつ

(4)健康を害する化学物質対策の

　 推進

目標１

生活環境と産業が調和した、

健康・安全・安心で

住みよいまち

　

(2) 清冽な水環境の確保

(3)騒音や振動による影響の低減

(5)安心して暮らせる環境の確保

(6)快適で魅力ある生活空間の形成

せいれつ

(3)自然とのふれあいの増進

(1)自然環境の保全

(2)生物多様性の保全

(1)地球温暖化対策の推進

(2)環境にやさしい

　 エネルギー･資源の利用

(2)効率的なリサイクルの推進

(1)市民･事業者･市(行政)の

　 協動によるごみの減量化

(3)ごみの適正な収集・

     処理の推進

(1)いつでも､どこでも､だれもが

     学べる環境学習の推進

(2)環境保全活動への参加・

　  ネットワークづくり

(3)環境保全の情報提供と　    

    人・まち・国の交流推進

(4)文化や自然などの

　 地域遺産の保全

*

1)環境保全活動などへの参加

2)環境情報の共有・ネットワークづくり

3)環境保全に関するリーダーの育成

*

*

* *

*

９

1)家庭や社会生活での温室効果ガスの排出抑制
2)事業活動での温室効果ガスの排出抑制
3)交通に係る温暖化対策の推進

1)省エネルギー・省資源の推進
2)新エネルギーの利用の推進
3)環境配慮型商品等の利用

５．環境づくりの取組

環 境 保 全 の 施 策環 境 保 全 の 施 策

【取組の項目】 【市（行政）の取組】 ※取組は、基本計画から抜粋した内容を記載しています。

●化学物質の適正管理に関する情報の収集及び提供を進めます

●住宅のシックハウス対策、既存建築物のアスベスト対策などを進めます

●●● ●●●



　

　

(1)清涼な大気の保(1)清涼な大気の保持

　　　

１１

◇自家用車使用の抑制

◇低公害車（ハイブリッド車や電気自動車）や公共交通の利用

◇事業活動における大気環境への負荷低減

◇大気汚染に関する管理目標の設定

◇輸送車両の適切な整備

◇低公害型車両の導入

◇環境に配慮した運転

◇清らかな支笏湖や千歳川の流れに愛着をもち、水環境を守る

◇生活排水による環境負荷の低減

◇河川清掃の推進とごみのポイ捨てのないまちづくり

◇定期的な測定調査などによる水質管理

◇法令等に基づく排水基準の順守

◇農地やゴルフ場の肥料・農薬の適正使用

◇不要なアイドリングや空ぶかし､急発進・急加速の自粛

◇自動車、オーディオ、ペットなどによる近隣騒音の防止

◇工場や事業所の騒音・振動に関する管理目標の設定と適正な

　運転・管理

◇商業地での営業活動に伴う拡声放送について、音量、時間帯

　などへの配慮

大気汚染物質による環境負荷
を低減し、大気汚染に関する
環境基準を維持します

◇有害化学物質に対する正しい知識の習得

◇プラスチック類の焼却の禁止

◇化学物質を使用・輸送する際の事故防止や事故発生時の適切な

　対処

◇有害物質を含まない建設資材の使用

有害化学物質による環境の負
荷の低減に努めます

◇家庭での生ごみ処理による悪臭の抑制

◇低農薬・クリーン農業への理解と安全な食材の消費

◇土壌・地下水汚染や地盤沈下の防止に向けた、意識の向上

◇農業やゴルフ場での化学肥料や農薬使用等の配慮

◇まちなかを積極的に歩くことによる千歳の魅力の再発見

◇空の玄関口としてふさわしいまちを目指し、美化・緑化などの

　景観づくりへの参加

◇土地・建物の有効活用による、便利で使いやすいまちづくりへ

　の貢献

◇公園・緑地の美化、清掃や施設の維持管理、緑化や花壇整備等

　への参加

　私たちは、産業活動や都市活動において、都市の活力と市民

の生活環境の調和を図るため、空気・水質・音といった環境へ

の負荷を抑えることに取り組まなければなりません。

　また、より良い生活環境は、大気汚染、水質汚濁、騒音・振

動などの公害を防ぐだけでなく、快適な緑の空間や水辺の確保

に加えて、市民が健康で、安全・安心に暮らせるように様々な

配慮が求められます。

　このことから、「生活環境と産業が調和した、健康・安全・

安心で住みよいまち」の実現を私たちは目指します。

(4)健康を害する(4)健康を害する
　 化学物質対策の　 化学物質対策の
    推進    推進

５．環境づくりの取組 ５．環境づくりの取組

千歳川を遡上する鮭

１０

目標１【生活環境保全分野】

　生活環境と産業が調和した、
　健康・安全・安心で住みよいまち

新千歳空港に近接する千歳湖の水芭蕉

水質汚濁物質による環境への
負荷を低減し、水質汚濁に係
る環境基準を維持します

(2)清冽な水環境の(2)清冽な水環境の
    確保    確保

騒音・振動を防止し、環境基
準を維持します

(3)騒音や振動による  (3)騒音や振動による  
    影響の低    影響の低減

せいれつ

地域に愛される公園整備を進
めるとともに、市街地の景観
保全やまちなみの美化に努め
ます

悪臭、土壌･地下水汚染、地
盤沈下などの公害を未然に防
止し、良好な生活環境の確保
に努めます

(5)安心して暮らせる(5)安心して暮らせる
　 環境の確保　 環境の確保

(6)快適で魅力ある(6)快適で魅力ある
    生活空間の形成    生活空間の形成

【環境保全の取組】

【環境保全の取組】

【環境保全の取組】

【環境保全の取組】

【環境保全の取組】

【環境保全の取組】

市　民

事業者

市　民

事業者

市　民

事業者

市　民

事業者

市　民

事業者

市　民

事業者

※目標ごとの市民・事業者の【環境保全の

　取組】は、基本計画から抜粋した内容を

　記載しています。

●●● ●●●



(1)自然環境の保(1)自然環境の保全

(1)地球温暖化対策の(1)地球温暖化対策の
　 推　 推進

１３１２

◇支笏湖、千歳川や青葉公園など豊かな自然環境の保全

◇レクリエーションでのごみのもち帰り、不法投棄の禁止

◇水辺環境の保全と活用

◇森林をフィールドにした、様々な体験・学習への参加

◇市民とともに環境保護活動への参加

◇事業所敷地内の林地の適正管理、植樹や自然観察会、体験学習

　の場としての活用

◇農村地域における、自然環境と調和した景観の形成

◇野生動植物などの生息・生育環境や植生の理解、環境保全活動

　への参加

◇ペットの責任ある飼養

◇外来生物被害予防三原則 （「入れない」「捨てない」「拡げな

　い」）の順守

◇自然の改変を伴う開発行為については、環境保全に配慮した計

　画や工法の工夫

◇外来生物被害予防三原則 （「入れない」「捨てない」「拡げな

　い」）の順守

良好な自然環境を保全する

ため、自然環境保全地区を

定め継続的な環境監視を実

施します

また、水辺や森林など自然

空間の保全に努めます

◇緑化活動や自然体験、ハイキングや登山など身近な自然とのふ

　れあいへの参加

◇郷土の歴史や先人の知恵にふれ、自然との向き合い方、考え方

　を学ぶ

◇企業概要等のパンフレット等での自然環境の情報発信

◇体験メニューの提供など、グリーン・ツーリズム の推進

◇農業振興を通じた地産地消の推進

地域の自然や社会的な条件に
そった地球温暖化対策を計画
的に進めるため、温室効果ガ
ス排出量の削減目標を掲げ、
家庭、学校、事業所で実現に
向けた取組などを推進します

◇電気や水道の過度な利用の抑制、省エネルギータイプの家電製

　品の購入

◇新築やリフォーム時における住宅用太陽光発電機器や家庭用燃

　料電池などの設置の検討

◇「もったいない(Mottainai) 」の実践

◇職場での冷暖房設定温度の調節や使わない照明の消灯などの　

　実践

◇太陽光発電などの新エネルギーの導入検討

◇地域資源の有効活用による、再生可能エネルギー の導入検討

◇地球温暖化防止対策の国民運動への積極的な参加と環境配慮の

　実践（「チャレンジ２５キャンペーン 」）

◇環境家計簿 などによる家庭でのエネルギー使用量の把握と削減

◇通勤･通学、買い物時の自家用車の利用の抑制、鉄道やビーバス 

　など公共交通の利用

◇地球温暖化防止における社会的責任を認識し、温暖化防止の実

　践

◇地域独自のシステムである「ECOちとせ 」や「千歳市エコ商 

　店 」の取組に参加

◇職場でのエコドライブ や公共交通の利用促進

　地球環境問題は、私たちにとって身近な環境問題です。特に、地球

温暖化対策では、国が進める「チャレンジ25キャンペーン 」を千歳

市の取組として普及啓発を進め、アイドリングストップ運動 や公共

交通の利用促進などの環境配慮行動を呼びかけています。

　今後は、温室効果ガスの発生を抑える省エネルギー機器の普及や新

エネルギーの導入など、地域特性にあった対策が求められおり、千歳

市に立地する大学や企業と連携し温暖化対策を推進することも重要と

なっています。

　このことから、「日々のくらしや営みを通じて、地球環境問題を積

極的に考え、行動するまち」の実現を私たちは目指します。

　私たちには、千歳市の自然環境を正しく理解し、その魅力を発信し

伝える役割があります。

　私たち一人ひとりが、身近な川や緑の環境、野生動植物について考

え、自然環境の保全の取組を「できるところからはじめる」ことが重

要です。

　このことから、「生き物たちを育み、人々をもてなす豊かな自然を

後世に引き継ぐまち」の実現を私たちは目指します。

目標２【自然環境保全分野】

　生き物たちを育み、人々をもてなす豊かな自然を

　後世に引き継ぐまち

目標３【地球温暖化対策分野】

　日々のくらしや営みを通じて、地球環境問題

　を積極的に考え、行動するまち

５．環境づくりの取組５．環境づくりの取組

「チャレンジ２５キャンペーン 」

のロゴマーク水鳥が憩う水辺空間

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(2)生物多様性の保(2)生物多様性の保全

(3)自然とのふれあい(3)自然とのふれあい
　 の増　 の増進

野生動植物やその生息・生
育する環境を保全し、生物
多様性の確保に努めます

自然とふれあう空間を確保す
るとともに、身近な自然にふ
れあう活動などを支援し、来
訪者にも憩いとやすらぎを与
える、千歳市の自然をつくり
だします

自然エネルギー等の利用によ
る低炭素社会を形成するため､
計画的に地球環境の保全を目
指します

(2)環境にやさし(2)環境にやさしい
　 エネルギー・資源　 エネルギー・資源
　 の利　 の利用

*

【環境保全の取組】

【環境保全の取組】

【環境保全の取組】

【環境保全の取組】

【環境保全の取組】

市　民

事業者

市　民

事業者

市　民

事業者

市　民

事業者

市　民

事業者

●●● ●●●



１４ １５

ごみの発生抑制とごみ減量に
向けた取組の普及啓発に努め､
ごみ減量化を推進します

環境保全について、だれもが
学べるしくみをつくり、地域
全体で取り組む体制の構築を
目指します

◇環境フェアなどの行事や環境保全活動への参加

◇環境教育を進めるための地域資源の情報提供や学校での取組へ

　の協力

◇施設見学等を通じた、子どもたちの環境学習への支援

◇職場や団体などでの地域環境を学ぶ出前講座の活用

環境保全に取り組む人を育て
るとともに、人と人とのつな
がりと活動を広げる意識の醸
成を図ります

◇清掃活動、植樹や花壇整備、自然観察の行事などへの参加

◇環境保全活動を行う市民団体による、積極的な情報交流

◇環境保全活動を担う環境リーダー の育成研修への参加

◇清掃活動、植樹や花壇整備、自然観察の行事などの主催・支援

◇職場からの環境保全活動を担う地域のリーダー育成

地域内での環境保全活動の活
性化を目指し､人と人とのつな
がりを地域や国際間で広げて
いくことを目指します

◇市内を歩いて、見て、感じた、地域の環境に関する情報提供・共有

◇市の主催する地域間･国際交流のプログラムやイベントへの参加

◇地域の環境などに関心をもつため、インターネットや広報紙等

　による情報収集

◇環境保全に関わる活動や技術・知識の提供

◇地域間・国際交流のプログラムやイベント、事業者間・業界の

　環境保全活動への参加

郷土の歴史や文化に根付いた､
環境保全意識を将来に継承し
ます

◇地域の歴史文化についての理解、文化財や伝統文化の保護活動

　への参加

◇アイヌ文化の自然観や開拓時代の生活文化の理解、野生動植物

　と向き合うマナーの実践

◇市民主体の地域資源の保全のための活動支援

◇アイヌ文化や各地に残る先人の残した文化財等への理解、保存・

　伝承活動への支援

　これまで私たちは、一般廃棄物の減量化や資源化等のため３R（リデュー

ス（ごみの発生抑制・Reduce）､リユース（再使用・Reuse）、リサイクル

（ごみの再生利用・Recycle））の取組を進めてきました。

　今後は、３Ｒの更なる推進に加え、「リフューズ（不要なものを断る・

Refuse)｣の考えを組み入れた４Rも意識して、市民、事業者、市（行政）が

連携・協働した資源循環を進めるとともに、近隣市町との広域的な取組が必

要となっています。

　このことから、「限りある資源を循環・再生させ、循環型社会の形成に向

け努力を続けるまち」の実現を私たちは目指します。

(1)市民・事業者・市(1)市民・事業者・市
　 （行政）の協働に 　 （行政）の協働に 
    よるごみの減量化    よるごみの減量化

　私たちには、地域の環境を知り、将来に引き継ぐ責任と行動が求められて

います。『環境を見て・感じて・考え、ともに行動する』ために、環境教育

などを通じた学びも必要です。

　千歳市では、ＮＰＯ法人などの市民団体、地域貢献を目指す企業などが環

境保全活動を進めており、今後も取組を広げるためには、子どもから大人ま

で環境について学び実践できる場を設け、みんなで環境問題に取り組むため

の人づくり、リーダーの育成が重要です。

　このことから、私たちは「環境の大切さを学び、伝え、人を育てるまち」

の実現を目指します。

(1)(1)いつでもいつでも､どこでもどこでも､ ､ 
    だれもが学べる    だれもが学べる
    環境学習の推進    環境学習の推進

(4)文化や自然などの(4)文化や自然などの
　 地域遺産の保全　 地域遺産の保全

(3)環境保全の情報(3)環境保全の情報
　 提供と人･まち･　 提供と人･まち･
　 国の交流推進　 国の交流推進

(2)環境保全活動への(2)環境保全活動への
　 　 参加・ネットワーク参加・ネットワーク
　 づくり　 づくり

目標５【環境教育・活動分野】

　環境の大切さを学び、伝え、人を育てるまち

目標４【資源循環分野】

　限りある資源を循環・再生させ、循環型社会の

　形成に向け努力を続けるまち

５．環境づくりの取組 ５．環境づくりの取組

リサイクルフェスティバル ママチ川（水生生物の観察）

*

◇製品・サービスの提供における過剰包装の自粛や簡易包装の推進

◇社用車、OA機器などにおける長寿命製品の購入、レンタル・リ

   ースの活用による廃棄物の削減

◇マイバッグの持参、過剰包装を断る

◇割り箸や紙皿、紙コップなど使い捨て商品の使用抑制

◇家庭ごみの適正な分別、ペットボトル、トレイ等発泡スチロー

   ル、びん、缶の４種資源物のリサイクルへの協力

◇フリーマーケットやリサイクルショップの利用によるリサイクル

   意識の向上

◇再使用が可能な梱包資材の使用や省包装輸送の実践

◇リサイクル製品の使用やグリーンマーク商品、エコマーク商品の

   利用

◇ごみの分別排出の徹底

◇ごみステーションや廃棄物保管場所の衛生的な管理

◇家庭ごみの決められた日時・場所への排出

◇事業系廃棄物の、自己搬入や許可業者への依頼による適正処理

◇事業系廃棄物の分別排出、資源物の回収

◇産業廃棄物の減量化や再利用の促進、不法投棄の防止と適正な廃

   棄物管理

一般廃棄物の分別徹底、不法

投棄や不適正排出の防止・抑

制、し尿等の適正処理に取り

組みます

ごみの分別排出を徹底し、再
生品の利用促進など、効率的
な資源リサイクルを推進しま
す

(2)効率的な(2)効率的な
    リサイクルの推    リサイクルの推進

(3)ごみの適正な収集・(3)ごみの適正な収集・
　 処理の推　 処理の推進

【環境保全の取組】

【環境保全の取組】

【環境保全の取組】

市　民

【環境保全の取組】

事業者

【環境保全の取組】

【環境保全の取組】

【環境保全の取組】

市　民

市　民

事業者

事業者

市　民

事業者

市　民

事業者

市　民

事業者

市　民

事業者
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６．計画の進行管理

６．計画の進行管理

１６ １７

用語解説

　本計画の進行管理体制を次のように定めます。

　市では、千歳市環境基本計画（第２次計画）における市主体の施策の実施状況などを把

握するため、数値目標を設定した項目に関しては、千歳市環境マネジメントシステム等に

より進ちょく状況の確認を行います。この結果は、環境審議会に報告して意見を求めると

ともに、千歳市環境白書などを通じて市民・事業者に公表していきます。

◆計画の進行管理体制

千

歳

市

環

境

基

本

計

画

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
等

千
歳
市
環
境
白
書

意見 報告

庁内調整

施策の実施

実施状況の把握

市民・事業者

啓発活動支援
情報提供

（市）行政
主体の施策

参加
協力
要請

千歳市環境審議会

公表

策定

見直し

外来生物被害予防三原則：侵略的外来生物（生態系

　や人間生活に被害を与える外来生物）による被害を予防

　するために、外来生物をむやみに「入れない｣、飼って

　いる外来生物を野外に「捨てない｣、野外にすでにいる

　外来生物は他地域に「拡げない」ということを３原則に

　しています。

グリーン・ツーリズム：農山漁村の地域で、その自

　然や文化､人々との交流を楽しむ､滞在型の余暇活動のこ

　と。

千歳市エコ商店：市では、ごみの発生抑制や地球環境

　に優しい再生品の販売等に積極的に取り組む商店を「千

　歳市エコ商店」と認証し、商店と市民のごみ減量意識を

　高めることをはじめ、循環型社会の形成に貢献すること

　を目的としています。

アイドリングストップ運動：自動車が走っていない

　時にエンジンをかけっぱなしにすること(アイドリング)

　を、できるだけやめようという運動。

チャレンジ２５キャンペーン：政府が推進している

　地球温暖化防止のための国民運動で、オフィスや家庭な

　どにおいて実践できるCO2削減に向けた具体的な行動を

　「６つのチャレンジ」として提案し、その行動の実践を

　広く呼びかけています。　　

　http://www.challenge25.go.jp/index.html

◆チャレンジ１【エコな生活スタイルを選択しよう】　　

　　「夏は冷房の温度を28℃に、冬は暖房の温度を20℃

　に設定しよう」など、９つの行動を呼びかけています。

◆チャレンジ２【省エネ製品を選択しよう】

　　｢白熱電球を電球型蛍光灯やＬＥＤ照明に買い替えよ

　う」など、６つの行動を呼びかけています。

◆チャレンジ３【自然を利用したエネルギーを選択しよう】

　　「太陽光発電を新しく設置しよう」と「太陽熱温水器

　を新しく設置しよう」を呼びかけています。

◆チャレンジ４【ビル・住宅のエコ化を選択しよう】　　

　　「最新の省エネ基準を満たす断熱材やエコガラスを取

　り入れよう」など３つの行動を呼びかけています｡

◆チャレンジ５【ＣＯ2削減につながる取組を応援しよう】

　　「地産地消の商品を選択しよう」など３つの行動を呼

　びかけています。

◆チャレンジ６【地域で取り組む温暖化防止活動に参加し

　よう】

　　「地域の環境イベントに積極的に参加しよう」など３

　つの行動を呼びかけています。

　　このように、「チャレンジ２５キャンペーン」では､

　温室効果ガスの排出削減のための２５の行動(重複あり)

　の実践を呼びかけ、一人ひとりの行動を地域や国全体に

　広げています。

環境家計簿：日常生活で、地球環境にどの程度の負荷

　を与えているのかを計る方法として、家庭で使用した電

　気、ガス､水道､石油等のエネルギー消費量を二酸化炭素

　の重量に換算して計算・整理した家計簿。環境省のホー

　ムページ「我が家の環境大臣エコファミリー」のページ

　に掲載されています。http://www.eco-family.go.jp/

エコドライブ：「環境に配慮した自動車の使用」のこ

　と。具体的には、やさしい発進を心がけ、無駄なアイド

　リングをやめるなどにより､燃料の節約に努め､地球温暖

　化に大きな影響を与える二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量

　を減らす運転のこと。

ビーバス：千歳市が運行する、循環型コミュニティバ　

　ス。千歳駅前を起点に、市内の公共施設、病院、商業施

　設などを循環しており、８の字に循環する路線であるこ

　とから「ビーバス」（はち。蜂「英語のビー（bee）」

　をイメージする）と名づけられました。車両は低床式で

　乗り降りがしやすく、高齢者や障がいのある方、子ども

　たちなど移動手段をもたない方も､安心して利用できる

　ようになっています。

もったいない（Mottainai）：環境保護活動家でノ

　ーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイさん（ケニ

　ア出身）が世界共通語として広げている省資源の意識を

　表現する言葉。マータイさんは、日本人の「もったいな

　い」の考えに感銘し、ものに対する愛着の意識や倹約の

　精神を表す「もったいない」を世界の各地で広めていま

　す。

再生可能エネルギー：従来使っていた石油、石炭、天 

　然ガス、原子力、水力などのエネルギーに対し、今後研

　究開発･導入が図られる新規開発エネルギーをいいます｡

　具体的には、太陽光発電、風力発電、雪氷冷熱利用、小

　水力発電などがあります。

ＥＣＯちとせ：千歳版環境マネジメントシステムであ

　る「ＥＣＯちとせ」は、千歳市内に所在している事業所

　を対象とした、「環境配慮行動の取組方法」を定めた規

　格です。「ＥＣＯちとせ」に基づいて環境配慮行動を実

　践した事業所は、申請することにより認定を受けること

　ができ、認定された事業所には市から認定証が交付され

　ます。認定費用はかからず無理なくチャレンジできるシ

　ステムです。

用 語 解 説

環境リーダー：千歳市環境基本計画（第２次計画）で

　位置づけている言葉で、単なる「環境行動の担い手｣か

　ら一歩踏み込んで、「環境保全活動を担う知識と実践力

　を身につけ、他の市民に率先して普及啓発が行える人｣

　のことを指しています。

　環境の状況や施策の進ちょく状況を客観的に把握するため、数値目標の達成状況に加え､

施策ごとの各種事業の検証や市民動向を把握する市民アンケートを５年に１度実施します。

   これらの結果は、事業などを円滑に管理する手法であるPDCA（Plan-Do-Check-

Action)サイクルによって適切な計画の進行管理を行います。

◆ＰＤＣＡサイクル

継続的な目標実現
に向けた取組

PLAN DO

CHECKACTION

（計画） （実行）

（評価）
（見直し）

環境基本計画の
策定・見直し

計画に従って施策を実施

施策の進ちょく状況の確認

計画を継続するか、変更するか
を判断し、計画へ反映

J８(ジュニアエイト)サミット2008千歳支笏湖：
　平成20年（2008年）に洞爺湖町で開催された先進国

　首脳会議(G８)にあわせて千歳市内で開催されました。

　世界15の国々の若者たちが国際問題について、話し合

　い、意見をまとめ、G８首脳に「千歳宣言」として提出

　し、世界に発信しています。

●●● ●●●
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